
参 考 資 料

第 ４ 回 玉 名 市 議 会

（定 例 会）

令和６年８月３１日提出



議番号 件 名

９５ 玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例

９６ 玉名市手数料条例の一部を改正する条例

９７ 玉名市国民健康保険条例の一部を改正する条例

９８ 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
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議第９５号関係

玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例

新 旧

（玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正（附則第２項関係））

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

別表（第２条―第５条関係）

執行

機関

附属機関 所掌事項 事務の

内容

委員の

定数

委員の構成 委員の

任期

市長 略 略 略 略 略 略

玉名市総合

戦略審議会

略 略 略 略 略

玉名市九州

看護福祉大

学の公立大

学法人化検

討委員会

⑴ 九州看護

福祉大学の

公立大学法

人化に関す

ること。

審議 １２人

以内

⑴ 学識経

験を有す

る者

⑵ 関係す

る機関及

び団体の

代表者

⑶ その他

市長が適

当と認め

る者

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間

略 略 略 略 略 略

略 略 略 略 略 略 略

別表（第２条―第５条関係）

執行

機関

附属機関 所掌事項 事務の

内容

委員の

定数

委員の構成 委員の

任期

市長 略 略 略 略 略 略

玉名市総合

戦略審議会

略 略 略 略 略

略 略 略 略 略 略

略 略 略 略 略 略 略

職名 支給別 支給額（円） 摘要 職名 支給別 支給額（円） 摘要
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略 略 略

総合戦略審議会委員 略 略

九州看護福祉大学の公立大学法

人化検討委員会委員

日 5,800

略 略 略

略 略 略

総合戦略審議会委員 略 略

略 略 略
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議第９６号関係

玉名市手数料条例の一部を改正する条例

新 旧

附 則 附 則

（自動交付機による交付の場合における手数料の特例）

４ 令和４年１２月１日から令和５年３月３１日までの間、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号

カードを利用して自動交付機（市の使用に係る電子計算機と電子

通信回線で接続された端末装置であって、証明書等の交付を受け

ようとする者が当該端末装置を用いて必要な操作を行うことによ

り自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同

じ。）を介して証明書等の交付を行う場合における手数料につい

ては、別表戸籍の部戸籍の謄抄本の交付の項中「４５０円」とあ

り、並びに同表住民基本台帳の部住民票、戸籍附票の謄抄本の交

付の項、同表印鑑の部印鑑に関する証明書の交付の項及び同表税

の部所得に関する証明 ただし、１年度につき１件とする。の項

中「３００円」とあるのは、「１０円」とする。

（自動交付機による交付の場合における手数料の特例）

４ 令和４年１２月１日から令和５年３月３１日までの間、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号

カードを利用して自動交付機（市の使用に係る電子計算機と電子

通信回線で接続された端末装置であって、証明書等の交付を受け

ようとする者が当該端末装置を用いて必要な操作を行うことによ

り自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう

。）を介して証明書等の交付を行う場合における手数料につい

ては、別表戸籍の部戸籍の謄抄本の交付の項中「４５０円」とあ

り、並びに同表住民基本台帳の部住民票、戸籍附票の謄抄本の交

付の項、同表印鑑の部印鑑に関する証明書の交付の項及び同表税

の部所得に関する証明 ただし、１年度につき１件とする。の項

中「３００円」とあるのは、「１０円」とする。

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

手数料一覧表 手数料一覧表

区分 事項 金額

戸籍 戸籍の謄抄本又は戸籍

証明書の交付（広域交

付を含む。）

１通につき 450 円

（ 自 動 交

付 機 に よ

る 交 付 の

場 合 に あ

っ て は 、

区分 事項 金額

戸籍 戸籍の謄抄本又は戸籍

証明書の交付（広域交

付を含む。）

１通につき 450 円
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300 円）

略 略 略

住民基本台

帳

略 略 略

住民票、戸籍附票の謄

抄本の交付

１通につき 300 円

（ 自 動 交

付 機 に よ

る 交 付 の

場 合 に あ

っ て は 、

200 円）

略 略 略

略 略 略 略

印鑑 印鑑に関する証明書の

交付

１通につき 300 円

（ 自 動 交

付 機 に よ

る 交 付 の

場 合 に あ

っ て は 、

200 円）

略 略 略

略 略 略 略

税 略 略 略

所得に関する証明

ただし、1年度につき

1件とする。

１件につき 300 円

（ 自 動 交

付 機 に よ

る 交 付 の

場 合 に あ

っ て は 、

200 円）

略 略 略

略 略 略

住民基本台

帳

略 略 略

住民票、戸籍附票の謄

抄本の交付

１通につき 300 円

略 略 略

略 略 略 略

印鑑 印鑑に関する証明書の

交付

１通につき 300 円

略 略 略

略 略 略 略

税 略 略 略

所得に関する証明

ただし、1年度につき

1件とする。

１件につき 300 円

略 略 略
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略 略 略 略 略 略 略 略
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議第９７号関係

玉名市国民健康保険条例の一部を改正する条例

新 旧

（届出等に関する罰則） （届出等に関する罰則）

第１０条 本市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第５項の規定

による届出をせず、又は 虚偽の届出をした場合

においては、その者に対し、１０万円以下の過

料を科する。

第１０条 本市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定

による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第３

項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこ

れに応じない場合においては、その者に対し、１０万円以下の過

料を科する。



- 7 -

議第９８号関係

熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

新 旧

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

１ 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

２ 資格確認書等 の引渡し

３ 資格確認書等 の返還の受付

４ 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

５ 保険料に関する申請の受付

６ 上記事務に付随する事務

１ 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

２ 被保険者証及び資格証明書の引渡し

３ 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

４ 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

５ 保険料に関する申請の受付

６ 上記事務に付随する事務


